
加盟店登録要領 4.1.1 を抜粋 

 

4.1 公募の対象となる中小・小規模事業者等について  

4.1.1 公募の対象となる中小・小規模事業者等の定義  

本事業において登録の対象となる中小・小規模事業者等は、以下のとおりとする。  

※１ 旅館業は資本金５千万円以下又は従業員 200 人以下、ソフトウェア業・情報処理サー

ビス業 は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下とする。  

※２ 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に 100％の株式を保有される

事業者は 本事業の登録の対象外とする。  

※３ 事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後

に、再度、 資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となる

ことのみを目的と して、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた

場合は、申請時点にさ かのぼって本事業の登録の対象外とする。 


